
36 …建設政策 2024.7№216

１ ．はじめに──調査の概要 
２ ．自治体発注の仕事をめぐる問題──調査
　　にあたっての問題意識 
３ ．総合評価落札方式の概略
（以上、前号の拙稿）

前号で伝えたとおり、（ １）札幌市発注の仕
事の全体像や市の仕事で働く労働者の現状を札
幌市の資料や市の調査結果に基づき整理するこ
と、（ ２）総合評価落札方式などを中心に、札
幌市の公共調達における入札・契約に関する取
り組みを知ることを目的に、札幌市から聞き取
り調査を行いました。追加で行った質問（以下、
追加質問）への回答や提供資料もあわせて、本
稿では調査の結果をまとめていきます１。資料
提供をはじめ、契約管理課のみなさんには大変
にお世話になりました。ここに記して深く感謝
申し上げます。但し、本稿に残りうる一切の誤
りは筆者の責任です。
なお、（ １）本稿は情報サイト「北海道労働情報

NAVI」に転載をしています。（ ２）出典サイトの
URLは、本稿では割愛していますが NAVIに
は掲載しています。（ ３）札幌市からの回答を
含め、文体は、ですます調で統一しました。

４ ．札幌市の問題意識と対策の概略──建設
工事を中心に

建設工事を中心に、札幌市から伺った問題意
識をまとめると、この数年、建設資材の高騰や
建設労働者の不足が顕在化して、入札・契約に
おいても大きな影響が生じています。とくに管

札幌市の公共調達及び総合評価落札方式に関す
る中間報告（ ２）──２０２４年調査に基づき

川村　雅則

工事では、入札不調が顕著でした。今年は、千
歳市のラピダスの工事の本格化や昨年度からの
建設資材の高騰の継続、建設労働者の時間外労
働の規制強化などで、建設労働者の確保に大き
な影響が出ることが予想されています、とのこ
とでした。
札幌市への追加質問で提供された、市の入札
不調等の件数データによれば、例えば、工事で
は２０２２年度には５．９％だった不調件数の割合が
２０２３年度には１０．７％にまで増加しています（表
４ ― １ ）。
市民生活に影響が出るような事態は生じてい
るか、という「求める会」からの質問への回答
とあわせて、市からは次のような見通しが回答
されました。
令和 ５年度から衛生設備工事など一部の工事
において入札不調や不落が増加しており、入札
不調等の対応として、格付等級の追加・市内要
件の除外や発注時期の見直しなどの取組を進め
ていますが、今のところ市民生活に影響が出る
ような事態は生じていません。
令和 ６年度は更なる対応策として入札不調・
不落となった際に「見積活用方式」の活用を検
討しています。

注：「見積活用方式」とは本市の積算と市場価
格に乖離がある場合に、入札参加者から見積書
の提出を求め、予定価格作成の参考とする方式
をいいます。

以上のような事態に対して契約管理課で行わ
れてきた（いる）対策は次のようなことです。
第一に、国に準じて、年明けに発表される新
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しい設計労務単価が、年
度初めを待たずに前倒し
で適用されています。第
二に、社会保険未加入業
者への対策が行われてき
ました。第三に、週休 ２
日工事を原則とするため
に、「受注者希望型」か
ら「発注者指定型」へ発
注方式が変更されていま
す（土木工事は２０２３年１０
月から、営繕工事につい
ては２０２４年 ４ 月から）２。
そして、第四に、企業
の人材確保・育成の取り
組みの推進、企業の品質
確保や技術力向上のため
に総合評価落札方式が活
用されてきましたが（表
４ ― ２ ）、前号の拙稿のとおり、２０２４年度の早期
発注工事等から同方式の本格実施が開始されて
います。その柱は、Ⅰ．ダンピング対策の強化、
Ⅱ．工事の品質確保、Ⅲ．その他の見直しの三
つに分けられます（詳細は次号）。Ⅲには、奨
学金返還支援事業の認定企業への支援が含まれ
ます。
第五に、２０２４年度の早期発注工事等から、建
設キャリアアップシステム（CCUS）活用工事
が試行導入されます３。加えて、第六に、「建
設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の
促進に関する法律の一部を改正する法律案」が
閣議決定４されたことをうけた取り組みが今後
重要になると考えている、とのことでした（調
査当時。法案は ６月に可決）。
同法案では、「建設業の担い手を確保するため、
労働者の処遇改善に向けた賃金原資の確保と下
請事業者までの行き渡り、資材価格転嫁の円滑
化による労務費へのしわ寄せ防止、さらには、
働き方改革や現場の生産性向上を図るための措

置」が盛り込まれています。
以上は、建設工事に関連することですが、役
務委託については以下のとおりです。
第一に、複数年度契約の実施です。札幌市で
は、履行品質の確保と労働者の雇用安定化を図
ることを目的に、建物の清掃、警備等業務のう
ち長期継続契約による複数年契約が可能なもの
について、２０１３年度発注分より順次、複数年契
約が導入されています５。提供された資料によ
れば（表 ４ ― ３ ）、２０２２年度の数値では４８件です
（同表の注 ３に記したとおり、各年度の値は当
該年度での契約件数を示す点に留意）。
第二に、公正取引委員会等から「労務費の適
切な転嫁のための価格交渉に関する指針」６が
２０２３年１１月２９日に出されたので、同指針を意識
していくとのことでした。同指針には、発注者、
受注者の双方が採るべき行動などが整理されて
います。
この点について、追加質問で、具体的な内容
を尋ねたところ、複数年契約のスライド制度な

令和 ４（２０２２）年度 令和 ５（２０２３）年度
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工事 ８６２ ５１ ３１ １５ ３ ２ ５．９％ ９１０ ９７ ６２ ２２ ７ ６ １０．７％
業務 ５０８ ２８ ２６ １ ０ １ ５．５％ ５５８ ６５ ５２ １１ ０ ２ １１．６％
注 １ ：告示件数は、告示ベース（契約件数の実績値ではない）での集計値を示す。
注 ２：入札不調等の件数には、入札中止は含めていない。
出所：札幌市提供資料より。

表 4 ― 1 　入札不調等の発生状況について（市長部局）

推進する取組 取組に対応する現行の発注方法について
①企業の人材確保・育
成の取組の推進 総合評価落札方式（人材の育成や支援の取組を評価）

②企業の品質確保や技
術力向上の取組の推進

総合評価落札方式（施工実績や技術力、品質確保の取組等を評
価）、入札参加資格の設定（成績重視型、品質マネジメントシス
テム認証取得）

③除排雪や災害対応の
体制維持

総合評価落札方式（地域貢献の取組を評価）、入札参加資格の
設定（雪対策事業の実績）

出所：札幌市「さっぽろ建設産業活性化プラン」p.８９より。

表 4 ― 2 　人材確保、品質確保や地域貢献等に取り組む企業の支援に関する発注方法



38 …建設政策 2024.7№216

どは実施済であり、庁内には同指針
について周知済みです、とのことで
した。

５ ．社会保険未加入対策と CCUS
の活用（試行）

４ で言及した、社会保険未加入対
策と CCUSの活用（試行）につい
て ５にまとめます。

1 ）社会保険未加入対策
札幌市では、社会保険の未加入対策が行われ
てきました。
札幌市のウェブサイト７によれば、「札幌市
では、社会保険等未加入対策として、平成２９
（２０１７）年 ４月から一次下請を社会保険等の加
入業者に限定する取組みを実施していますが、
平成３０（２０１８）年 ４月 １日以後に告示する工事
から、「札幌市建設工事請負契約約款」を一部
改正し、二次以下の下請負人（下請業者）につ
いても、社会保険等の加入業者に限定する取組」
が実施されています。
確認方法は、「受注者（元請業者）から提出
された施工体制台帳の「下請負人に関する事項」、
再下請負通知書の「再下請負関係」の健康保険
等の加入状況の欄の記載内容から適否を判断」
する。「未加入・適用除外に〇印のある場合あ
るいは事業所整理記号等に疑義のある場合につ
いては、直接、受注者（元請業者）や下請負人
（下請業者）に内容を確認することがある」と
のことです。
違反が発覚した場合で、「指定する期間内に
加入確認書類を提出できなかった場合」には、
全ての下請負人（下請業者）が加入手続きをせ
ず、契約違反状態が継続している場合は、受注
者（元請業者）に対して、参加停止措置と工事
成績評定の減点が行われます。
但し、聞き取りによれば、現時点では、違反
事業者は報告されていない、とのことです。

加えて、年に ２回、 ８月のお盆休み前と１２月
の年末に、登録事業者に対して、事故防止や雇
用・労働条件及び元請・下請関係等の適正化に
関する注意喚起文書を配布する、という取り組
みが行われていました。この文書８を追加で提
供いただきました。「建設労働者福祉の向上に
ついて」という項目にまとめられた内容は下記
のとおりです（一部を転載）。

⑴建設業退職金共済制度（以下「建退共」と
いう。）の加入促進について
⑵労働者の雇用・労働条件改善について
ア　労働基準法の改正に伴い、年10日以上の
年次有給休暇が付与される労働者に対して、
年次有給休暇を付与した日から 1年以内に ５
日について、使用者が時季を指定して取得さ
せることが必要となっているため留意するこ
と。
イ　「社会保険の加入に関する下請指導ガイ
ドライン」（国土交通省）を踏まえ、雇用保険、
労働者災害補償保険（以下「労災保険」とい
う。）、健康保険及び厚生年金保険への加入が
義務付けられている下請企業がそれらの法定
保険に加入していない場合、元請企業は下請
企業に対し、各種法定保険への加入等につい
て指導を行うこと。
ウ　下請企業も含め、可能な限り 4週 8休以
上の休日確保に取り組むこと。

出所：札幌市「工事及び除雪業務関係事故の防止等
について（２０２３年１２月２０日）」より一部を転載。

表 4 ― 3 　複数年度契約の実施状況 単位：件
２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度 ２０２２年度

清掃業務 ２５ ２４ ３１ ３２
総合評価・WTO ４ ６ ８ ７
一般競争 ２１ １８ ２３ ２５

警備業務 ６ ５ １０ ７
運転・監視等業務 ５ ５ ７ ５
電話交換業務 ３ ３ ３ ４
注 １ ：契約管理課で契約締結事務を集約している契約の件数のみ。
注 ２：長期継続契約・債務負担行為問わず履行期間が１２か月超の件数。
注 ３：各年度の値は当該年度での契約件数を示す。
出所：札幌市提供資料より。
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2 ）CCUS の活用（試行）
札幌市においても CCUSの試行的な活用が

開始されます９。
推進協議会で配布された資料（「札幌市発注
工事における CCUS活用（試行）について」）
によれば、CCUS活用により、以下の ３つの
効果が期待され、建設業が抱える人手不足等の
課題に対処していくことで、働き方改革や建設
現場における生産性向上、ひいては将来にわた
る担い手の確保・育成につなげていくのがねら
いとのことです。
①�若い世代がキャリアパスの見通しを持てるよ
うにする。
②�技能・経験に応じ
た賃金の支払いを
確保し技能者の処
遇を改善する。
③�中長期的な技能者
の確保・育成を図
っていく。
具体的には、令和
６年度発注から主要
３工種（土木・下水道
・建築）の A １・A
等級工事（年間 ３～
５件程度）を「CCUS
活用モデル工事（受
注者希望型」として
試行する予定で、モ
デル工事を選定し、
当該工事における受
注者が CCUS活用
を希望した場合に、
その取組内容に応じ
て「工事成績評定」
で加点評価する仕組
みとする、とのこと
です。

6 ．資料にみる札幌市における公共調達と労
働者の賃金

公共調達のあり方や入札・契約のあり方を考
える上で、まずは、自治体の公共調達に関連す
る基礎的なデータの整理が必要です。札幌市の
それについては、川村（２０２２a）から川村（２０２２
d）まで ４回にわけてまとめています。その続
きのデータを札幌市から提供いただきました。
１）で公共調達の規模を整理し、 ２）でそこで
働いている労働者の賃金データを整理します。

1 ）札幌市の公共調達の規模
表 ６ ― １ は工事、表 ６ ― ２ は工事関連業務、表

表 6 ― 1 　工事の発注状況 単位：件、億円
２０２０年度 ２０２１年度 ２０２２年度

件数 契約金額 件数 契約金額 件数 契約金額
競争入札 １,２２１ １０１１．２９ １,１０１ ８３４．２１ １,１６９ １４４４．８５

一般競争入札（WTO） １ ３７．４０ ２ ５１．９ ５ ２５４．３８
制限付一般競争入札 １,２２０ ９７３．８９ １,０９９ ７８２．３１ １,１６４ １１９０．４７

一般案件 ８５６ ６０４．６０ ７５７ ４７９．７５ ７８１ ７５８．９４
成績重視型 １４８ １９７．８９ １２３ １６６．６２ １４６ ２５２．１７
総合評価方式 ２１６ １７１．４１ ２１９ １３５．９４ ２３７ １７９．３６

随意契約 １２６ ３２．６４ １１４ ３９．３２ ８４ ２９．７６
見積合せ ７９ ０．９９ ７２ ０．９２ ５０ ０．６
特定 ４７ ３１．６５ ４２ ３８．４ ３４ ２９．１６
合計 １,３４７ １０４３．９４ １,２１５ ８７３．５３ １,２５３ １４７４．６１

注 １ ：契約金額は、当初の契約金額を集計したもの。
注 ２：各数値ごとに四捨五入しているため、合計値が一致しないことがある。
注 ３：「一般案件」とは、制限付一般競争入札のうち、成績重視型及び総合評価方式を除いたもの。
注 ４：指名競争入札は、現在、札幌市では実施していない。
注 ５：�令和元年度に発注した詳細設計付工事の一般競争入札（WTO）案件については、上記の集

計対象に含んでいない（「清田区里塚地区市街地復旧工事」・契約金額３,７０６百万円）。
出所：札幌市提供資料より。
表 6 ― 2 　工事関連業務の発注状況 単位：件、億円

２０２０年度 ２０２１年度 ２０２２年度
件数 契約金額 件数 契約金額 件数 契約金額

競争入札 ５６５ ３３．０１ ５４９ ４１．２９ ５５４ ３８．８３
一般競争入札（WTO） ０ ０．００ ０ ０．００ ０ ０．００
制限付一般競争入札 ５６５ ３３．０１ ５４９ ４１．２９ ５５４ ３８．８３

一般案件 ４２７ ２２．８６ ４２８ ３２．０８ ４２８ ２８．６１
成績重視型 ５８ ４．１５ ５７ ４．２６ ５６ ４．９７
総合評価方式 ８０ ６．００ ６４ ４．９４ ７０ ５．２４

随意契約 ２０９ １３．３０ １６８ １０．０８ ２１３ １４．５５
見積合せ １８ ０．１３ ４ ０．０３ ７ ０．０６
特定 １９１ １３．１７ １６４ １０．０５ ２０６ １４．４９

合計 ７７４ ４６．３１ ７１７ ５１．３７ ７６７ ５３．３７
注：表 ６ ― １ と同じ。
出所：札幌市提供資料より。
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６ ― ３ は役務委託と
物品購入の発注状況
を入札・契約の種類
別に整理したもので
す（札幌市の工事と
工事関連業務では、
現在指名競争入札は
行われていません）。
データは、市部長局、
交通局、水道局及び
病院局の合計です。
年度によって増減
がありますが、２０２２
年度の数値でみると、
（ １）工事は合計で
１,２５３件、１,４７４．６１億
円、（ ２）工事関連
業務は合計で７６７件、
５３．３７億円、（ ３）役
務委託は合計で２,１２０件、５３２．６１億円、（ ４）物
品購入では１,６４４件、６４．６６億円となっています。
（ １）～（ ４）の合計で２,０００億円を超えます。
以上のほかに、指定管理制度や各種の補助金
事業、そして、言うまでもなく公務員（非正規
公務員を含む）によって、私たちの暮らし＝公
共工事・サービスは支えられています。これだ
けの規模におよぶ公共調達のありかたを通じて、
暮らしや経済を豊かにしていく道筋を描くこと
が私たちの課題です。

2 ）建設工事労働者や役務契約労働者の賃金
適正な入札・契約行政を自治体が実施する上
で、自らが発注した仕事でどのような賃金・労
働条件になっているかを把握することが重要で
あると考えています。
札幌市では、市が発注する建設工事で働く労
働者の賃金調査や役務契約で働く労働者の賃金
状況の確認（以下、賃金調査等）が行われてい
ます。それぞれの調査の設計などは、「札幌市

工事請負契約に係る労働者賃金実態調査試行要
領（令和 ２年 ２ 月１４日決裁）」や「役務契約に
おける労働社会保険諸法令遵守状況確認実施方
針（平成２６年 ２ 月１２日決裁、令和 ４年 ９月 ５日
最終改正）」をご参照ください１０。
筆者は、先にあげた拙稿のほか川村（２０２３）
で札幌市の賃金調査等データを整理しています。
今回の調査では、その最新のデータを提供いた
だきました。

○工事契約における賃金調査の結果
建設工事における賃金実態調査は２０２０年度か
ら実施されています。「市発注工事に従事する
労働者の労働環境の改善に資する入札契約制度
改善の基礎資料とすることを目的」としていま
す。概ね設計金額 ３憶円以上の工事の中から、
土木系及び営繕系の工種から各 ５件程度（計１０
件程度）が選定されています。 ４年間の調査概
要は表 ６ ― ４ のとおりで、２０２３年度の調査平均
額と公共工事設計労務単価（以下、設計労務単

表 6 ― 3 　役務委託及び物品購入の発注状況 単位：件
役務委託 物品購入

２０２０年度 ２０２１年度 ２０２２年度 ２０２０年度 ２０２１年度 ２０２２年度
一般競争入札 １,３５５ １,３１３ １,３５７ ６０９ ５４１ ５２４
Ｗ TO協定適用
（総合評価を除く） ２８ ３２ ７１ １３８ １１２ １０６

市内限定型 ０ ０ ０ ０ ０ ０
総合評価落札方式 １３ １７ １７ ０ ０ ０

WTO（建物清掃） ６ ８ ７ ０ ０ ０
WTO（その他） ２ ３ ４ ０ ０ ０
その他 ５ ６ ６ ０ ０ ０

その他 １,３１４ １,２６４ １,２６９ ４７１ ４２９ ４１８
指名競争入札 ７９ ７３ ４３ ０ ０ ０
（簡易）公募型 ０ ０ ０ ０ ０ ０
事後審査型条件付き ０ ０ ０ ０ ０ ０
総合評価落札方式 ０ ０ ０ ０ ０ ０
その他 ７９ ７３ ４３ ０ ０ ０

随意契約 ７５１ ８０８ ７２０ １,２２４ １,１９４ １,１２０
見積合せ ２４ ２１ １７ １,１２４ １,０８１ １,０１３
プロポーザル ８５ ９７ １０３ ０ ０ ０
特定随意契約 ６４２ ６９０ ６００ ６１ ７０ ６７
その他 ０ ０ ０ ３９ ４３ ４０

その他 ０ ０ ０ ０ ０ ０
計 ２,１８５ ２,１９４ ２,１２０ １,８３３ １,７３５ １,６４４

総額（億円） ４６０．５１ ６０２．５８ ５３２．６１ ８７．０１ ８５．７７ ６４．６６
出所：札幌市提供資料より。



 □　札幌市の公共調達及び総合評価落札方式に関する中間報告（２）──2024年調査に基づき

建設政策№216 2024.7… 41

価）を主な職種別に整理したものが表 ６ ― ５ です。
２０２３年度の結果をみると、設計労務単価比は
２０２２年度に比べると０．４ポイント下がって７２．３
％になっていますが、調査平均額は２０２２年度を
上回って１９９０円（前年比５５円増）になっていま
す。設計労務単価比は、職種別にはばらつきが
みられますが、回答者数が多いのではないかと
思われる「普通作業員」では、８２．４％に及んで
います（回答者数は不明）。但し、設計労務単
価比が５０、６０％台の職種もみられます。

○役務契約における賃金状況の確認の結果
役務契約については、建物清掃業務、建物警
備業務、建物設備運転・監視等業務従事者の賃
金状況の確認が実施されています（以下、建物
清掃、建物警備、建物設備運転等）。２０２２年度、
２０２３年度のデータを提供いただいてまとめたの
が表 ６ ― ６ ～ ８ です。
２０２３年度の結果をみると、建物清掃（総合評

価方式を除く）でも建物警備でも、実績賃金（平
均額）は、最低賃金を５０円以上上回っています。
建物設備運転等では実績賃金は１２５７円です（但
し前年比では ５円増）。
もっとも、分布をみると、最低賃金と同額の
割合も一定数みられ、建物清掃では１７．２％で、
建物警備では３６．０％と全体の ３分の １強を占め
ます。建物警備に比べて建物清掃で相対的に賃
金が高い理由は、総合評価方式を含むことによ
ると思われます。
また建築保全業務労務単価との比較でみると、
建物清掃で７４．９％、建物警備では７０．１％で、前
年比からそれぞれ１．８ポイント、１．９ポイント低
下しています。建物設備運転等では６４．９％で前
年比３．２ポイントの低下です。
２０２３年１０月から北海道の最低賃金は９６０円に
改定されています。最低賃金の引き上げは今後
も続くでしょうから、とくに建物警備や建物清
掃（総合評価方式を除く）で、最低賃金ないし

表 6 ― 4 　札幌市工事賃金調査結果の概要
２０２０年度 ２０２１年度 ２０２２年度 ２０２３年度

有効回答 ９６社・２９６人・２５職種 ７５社・２４１人・２８職種 １３２社・４９０人・３１職種 １４９社・３３９人・２５職種
調査平均額（時間額） １,８７１円 １,８５７円 １,９３５円 １,９９０円
設計労務単価 ２,４７６円 ２,６２１円 ２,６６３円 ２,７５３円
設計労務単価比 ７５．６％ ７０．９％ ７２．７％ ７２．３％
注 １：有効回答の事業者数は、回答のあった事業者から「対象外事業者」を除いた数値。
注 ２：調査平均額、設計労務単価はともに提出のあった職種の加重平均値。
出所：札幌市「工事賃金調査」より作成。２０２２年度までは、川村（２０２３）より転載。
表 6 ― ５ 　主な職種別にみた調査平均額と設計労務単価との比較（2023年度）

調査平均額（円） 設計労務単価（円） 設計労務単価比（％）
特殊作業員 １８,０４８ ２２,８００ ７９．２
普通作業員 １５,７３６ １９,１００ ８２．４
軽作業員 １６,３２８ １６,３００ １００．２
とび工 １５,７２８ ２６,１００ ６０．３
鉄筋工 ２２,６３２ ２６,３００ ８６．１
運転手（特殊） １８,０３２ ２３,４００ ７７．１
運転手（一般） １１,９５２ １９,２００ ６２．３
型わく工 １５,８５６ ２５,２００ ６２．９
大工 ― ２７,３００ ―
左官 １５,０８０ ２６,７００ ５６．５
交通誘導警備員Ａ １０,７６８ １６,２００ ６６．５
交通誘導警備員Ｂ １０,５１２ １３,４００ ７８．４
注 １ ：「設計労務単価に占める割合」は、調査平均額（１日当たり）を設計労務単価で除した値。
注 ２：職種別の回答者数などの情報は公表されていない。理由は川村（２０２２ｂ）を参照。
出所：札幌市「工事賃金調査」結果と国土交通省「公共工事設計労務単価」より作成。
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表 6 ― 6 　調査の概要

年度
建物清掃業務 建物警備業務 建物設備運転・監視等業務

件数
（件）

業務従事者数
（人）

受注業者数
（社）

件数
（件）

業務従事者数
（人）

受注業者数
（社）

件数
（件）

業務従事者数
（人）

受注業者数
（社）

２０２１ １３５ ５４９ ４８ ５３ ２６２ ２３ ２６ １１７ １２
２０２２ １４３ ６３５ ５０ ５３ ２７８ ２５ ２６ １２２ １５
２０２３ １４７ ６３５ ５３ ５２ ２５８ ２６ ２６ １２６ １６

出所：札幌市提供資料より作成。２０２１年度分は川村（２０２２ｂ）からの転載。

表 6 ― 7 　実績賃金（時間給）の分布 単位：人，％
最低賃金 ～９５０円 ９５１円～１０００円 １００１円～１０５０円 １０５１円以上 計

建物清掃業務
従事者

２０２１ １０６ １８２ ５６ ２７ １７８ ５４９
１９．３ ３３．２ １０．２ ４．９ ３２．４ １００．０

２０２２ ３８ ２０６ ３６ ４ ３５１ ６３５
６．０ ３２．４ ５．７ ０．６ ５５．３ １００．０

２０２３ １０９ ６６ １０１ １７ ３４２ ６３５
１７．２ １０．４ １５．９ ２．７ ５３．９ １００．０

建物警備業務
従事者

２０２１ ９０ １２７ ２２ １１ １２ ２６２
３４．４ ４８．５ ８．４ ４．２ ４．６ １００．０

２０２２ ８８ １２８ ３０ ７ ２５ ２７８
３１．７ ４６．０ １０．８ ２．５ ９．０ １００．０

２０２３ ９３ ６０ ５６ １２ ３７ ２５８
３６．０ ２３．３ ２１．７ ４．７ １４．３ １００．０

建物設備運転
・監視等業務
従事者

２０２１ ２ ２６ １３ ８ ６８ １１７
１．７ ２２．２ １１．１ ６．８ ５８．１ １００．０

２０２２ ０ ２４ ８ ６ ８４ １２２
０．０ １９．７ ６．６ ４．９ ６８．９ １００．０

２０２３ ８ ６ ８ ６ ９８ １２６
６．３ ４．８ ６．３ ４．８ ７７．８ １００．０

出所：札幌市提供資料より作成。

表 6 ― 8 　実績賃金（時間給）の平均額、最低賃金との比較、建築保全業務労務単価との比較
単位：円

建物清掃業務 建物警備業務 建物設備運転
・監視等業務

２０２１ ２０２２ ２０２３ ２０２１ ２０２２ ２０２３ ２０２１ ２０２２ ２０２３

実績賃金 １,００４ １,１５０ １,１５３ ９２５ ９６４ ９９９ １,１９４ １,２５２ １,２５７９１８ ９５０ ９９３
最低賃金 ８６１ ８８９ ９２０ ８６１ ８８９ ９２０ ８６１ ８８９ ９２０
建築保全業務労務単価
（ １時間当たり） １,１７５ １,２３８ １,３２５ １,３００ １,３３８ １,４２５ １,７６３ １,８３８ １,９３８

実績賃金マイナス最低賃金 ５７ ６１ ７３ ６４ ７５ ７９ ３３３ ３６３ ３３７
実績賃金マイナス建築保全
業務労務単価 ▲�２５７ ▲�２８８ ▲�３３２ ▲�３７５ ▲�３７４ ▲�４２６ ▲�５６９ ▲�５８６ ▲�６８１

実績賃金が建築保全業務労
務単価に占める割合（％） ７８．１ ７６．７ ７４．９ ７１．２ ７２．０ ７０．１ ６７．７ ６８．１ ６４．９

（参考）建築保全業務労務単
価（日額） ９,４００ ９,９００ １０,６００ １０,４００ １０,７００ １１,４００ １４,１００ １４,７００ １５,５００

注 １ ：川村（２０２２b）で示した表に「実績賃金が建築保全業務労務単価に占める割合」を加えた。
注 ２：�建物清掃業務の「実績賃金」は、上段が総合評価方式を含むデータで、下段が総合評価方式を除くデータである。
注 ３：建築保全業務労務単価は、順に、清掃員C、警備員C、保全技術員補のそれを使った。
出所：札幌市提供資料より作成。２０２１年度分は川村（２０２２b）からの転載。
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近傍の労働者への対応が急がれます。

3 ）各種賃金調査等結果への札幌市の評価
札幌市の賃金調査等の結果のほか、とくに建
設工事の賃金調査の設計に対して、当日の聞き
取りをふまえて再度質問を行いました。
質問の第一は、札幌市の建設工事で働く労働
者の賃金実態を把握する上で、現在の調査規模
は十分かを尋ねました。とくに、今後、賃金の
行き渡りが実現しているかの判断をする上で、
調査の規模を拡大したり対象の設定を検討する
必要があるのではないかと思われたので、この
点を尋ねました。

札幌市からの回答は、賃金実態調査は、対象
工事に限定した賃金支払状況の確認と入札契約
制度改善の基礎資料と位置付けており、現在の
サンプル数に不足はなく調査規模は十分である
と考えています、とのことでした。
第二は、調査結果の公表方法について、職種
別のサンプル数という基本情報が示されていな
いほか、賃金の分布や最高額・最低額、元請／
下請別の結果などが示されていません。賃金の
行き渡りなど判断する上でも改善が必要ではな
いかと思われたので、現在の公表方法を採用し
ている理由を尋ねました。
回答は、本調査で収集されたデータは、あく
までも賃金支払いの実態確認のための内部資料
として活用しているものです、とのことでした。
第三は、建設工事でも役務委託でも、公共工
事設計労務単価や建築保全業務労務単価を下回
る金額であることはすでにみたとおりです。そ
こで、賃金調査にみる結果（支払賃金、実績賃
金）を札幌市としてはどのように評価されてい
るか、労務単価の○％を適否の判断としている
か、を尋ねました。
回答は、調査結果によって労務単価の適否の
判断を行っていません。公共工事に従事する労
働者の賃金支給状況や他都市の設計労務単価と
の比較を行うための参考として活用しています、

とのことでした。
（かわむら　まさのり　北海学園大学教授）

【参考文献・資料】
・川村雅則（２０２２a）「札幌市の公共調達等に関するデータ
（ １）」『建設政策』第２０２号（２０２２年 ３ 月号）pp.４０―４２
・川村雅則（２０２２b）「札幌市の公共調達等に関するデータ
（ ２）」『建設政策』第２０３号（２０２２年 ５ 月号）pp.４０―４３
・川村雅則（２０２２c）「札幌市の公共調達等に関するデータ
（ ３）」『建設政策』第２０４号（２０２２年 ７ 月号）pp.４０―４３
・川村雅則（２０２２d）「札幌市の公共調達等に関するデータ
（ ４）」『建設政策』第２０５号（２０２２年 ９ 月号）pp.４０―４４
・川村雅則（２０２３）「旭川市及び札幌市における労働者賃
金調査（工事）結果の紹介」『建設政策』第２１０号（２０２３年
７ 月号）pp.４０―４３

【注】
１　 ３ 月２８日に札幌市から聞き取り調査を実施。 ４月 ８日
に追加の質問を札幌市に送付し ５月２２日に回答をいただき
ました。なお分からない部分は残りましたが、今回の調査
はここでいったん打ち切りとなりました。機会をあらため
て調査に臨みたいと思います。
２　札幌市「監督・検査」→「週休 ２日工事について」を
参照。
３　札幌市「監督・検査」→「建設キャリアアップシステ
ム（CCUS）活用工事の試行について」。
４　国土交通省「「建設業法及び公共工事の入札及び契約
の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」を
閣議決定」より。
５　札幌市「物品・役務契約に関するお知らせ」→「建物
の清掃、警備等業務における複数年契約の導入について（平
成２５年 １ 月２３日）」。
６　内閣官房・公正取引委員会「労務費の適切な転嫁のた
めの価格交渉に関する指針」（２０２３年１１月２９日）。
７　札幌市「札幌市発注工事における社会保険等未加入対
策について」（最終更新２０２２年 ７ 月２０日付）。
８　項目は大きく ８つに分かれています。工事及び除雪業
務関係事故の防止について／建設労働者福祉の向上につい
て／適正な下請契約の締結等について／労務費、特定の資
材価格に著しい変動が生じた場合の契約変更について／地
域建設業経営強化融資制度等の活用について／地元事業者
の活用促進について／経営事項審査の取扱いについて／そ
の他。
９　「監督・検査」→「建設キャリアアップシステム（CCUS）
活用工事試行要領」。
１０　（ １）札幌市「札幌市工事請負契約に係る労働者賃金
実態調査について」→「札幌市工事請負契約に係る労働者
賃金実態調査試行要領」。（ ２）札幌市「物品・役務契約に
関するお知らせ」→「役務契約における労働社会保険諸法
令遵守状況確認実施方針」。


